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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
コンピュータによって実行される方法であって、
　ソーシャルネットワーキングシステムのユーザである視聴ユーザに表示されるべき広告
のリクエストを、該ソーシャルネットワーキングシステムから独立した第三者パブリシャ
ーシステムを介して、コンピュータにて、受信するステップと、
　或る広告に関連付けられた１または複数の広告タグを、前記コンピュータによって、取
り出すステップであって、該広告タグは前記広告に関連する情報からなるものである前記
ステップと、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムにおいて前記視聴ユーザに関連付けられた１
または複数の他のユーザに関するソーシャルネットワーキングシステムデータを、前記コ
ンピュータによって、該ソーシャルネットワーキングシステムから取り出すステップと、
　取り出された前記ソーシャルネットワーキングシステムデータおよび前記広告タグに基
づいてソーシャルエンドースメントを、前記コンピュータによって、作成するステップで
あって、該ソーシャルエンドースメントは、１または複数の前記他のユーザが前記１また
は複数の広告タグに関する前記ソーシャルネットワーキングシステムのコンテキスト内に
おいてアクションをとったことを示すものと、
　前記第三者パブリシャーシステムにて前記視聴ユーザに表示するために前記広告および
ソーシャルエンドースメントを送るステップと
を備える方法。
【請求項２】
　前記広告およびソーシャルエンドースメントは、前記第三者パブリシャーシステムにて
前記視聴ユーザに表示するために該広告およびソーシャルエンドースメントを送る前に、
組み合わされることを特徴とする請求項１に記載のコンピュータによって実行される方法
。
【請求項３】
　前記ソーシャルエンドースメントを前記広告と組み合わせることは、前記ソーシャルエ
ンドースメントを前記広告上に重ねることからなることを特徴とする請求項２に記載のコ
ンピュータによって実行される方法。
【請求項４】
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　前記ソーシャルエンドースメントは、該ソーシャルエンドースメントが重ねられる前記
広告におけるエリアについての指示に基づいて重ねられることを特徴とする請求項３に記
載のコンピュータによって実行される方法。
【請求項５】
　前記ソーシャルエンドースメントは、該ソーシャルエンドースメントが重ねられる前記
広告におけるエリアを決定するためのアルゴリズムに基づいて重ねられることを特徴とす
る請求項３に記載のコンピュータによって実行される方法。
【請求項６】
　前記第三者パブリシャーシステムはウェブサイトからなることを特徴とする請求項１乃
至５のいずれかに記載のコンピュータによって実行される方法。
【請求項７】
　前記第三者パブリシャーシステムはソフトウエアアプリケーションからなることを特徴
とする請求項１乃至５のいずれかに記載のコンピュータによって実行される方法。
【請求項８】
　前記ソーシャルネットワーキングシステムは、広告のリクエストを受信し、該リクエス
トを広告プロバイダに送り、続いて該広告プロバイダから該広告を受け取ることを特徴と
する請求項１乃至７のいずれかに記載のコンピュータによって実行される方法。
【請求項９】
　前記広告プロバイダが、前記ソーシャルネットワーキングシステムから広告のリクエス
トを受信し、該リクエストの受信に応じて、前記広告を前記ソーシャルネットワーキング
システムに送ることを特徴とする請求項８に記載のコンピュータによって実行される方法
。
【請求項１０】
　前記ソーシャルネットワーキングシステムは、前記広告プロバイダから前記広告を受信
し、前記ソーシャルエンドースメントおよび前記広告を、前記第三者パブリシャーシステ
ムにて前記視聴ユーザに表示するために送ることを特徴とする請求項９に記載のコンピュ
ータによって実行される方法。
【請求項１１】
　広告サーバが、広告のリクエストを前記第三者パブリシャーシステムから受信し、前記
ソーシャルネットワーキングシステムに対して前記ソーシャルエンドースメントをリクエ
ストすることを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載のコンピュータによって実行
される方法。
【請求項１２】
　前記広告タグが、広告主によって選択され該広告主から取り出されることを特徴とする
請求項１乃至１１のいずれかに記載のコンピュータによって実行される方法。
【請求項１３】
　前記広告タグが、広告サーバから取り出されることを特徴とする請求項１乃至１１のい
ずれかに記載のコンピュータによって実行される方法。
【請求項１４】
　前記広告タグが、広告サーバによって、広告のリクエストを受信することに応じて生成
されることを特徴とする請求項１３に記載のコンピュータによって実行される方法。
【請求項１５】
　前記広告タグは、前記ソーシャルネットワーキングシステムから取り出されることを特
徴とする請求項１乃至１１のいずれかに記載のコンピュータによって実行される方法。
【請求項１６】
　前記広告タグの少なくとも１つは、ソーシャルネットワーキングシステム内におけるウ
ェブページを特定することを特徴とする請求項１乃至１５のいずれかに記載のコンピュー
タによって実行される方法。
【請求項１７】
　前記ソーシャルエンドースメントは、前記ソーシャルネットワーキングシステムにおい
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て前記視聴ユーザが関係を築いた前記ソーシャルネットワーキングシステムの１または複
数のユーザが前記広告タグによって指定されたウェブページとインタラクトしたことを示
す情報からなることを特徴とする請求項１６に記載のコンピュータによって実行される方
法。
【請求項１８】
　前記広告タグの１または複数が、前記ソーシャルネットワーキングシステムのユーザが
インタラクト可能な前記ソーシャルネットワーキングシステムにおけるコンテンツアイテ
ムを特定することを特徴とする請求項１乃至１７のいずれかに記載のコンピュータによっ
て実行される方法。
【請求項１９】
　前記ソーシャルエンドースメントを作成することは、広告主によって指定された人口統
計的基準とのマッチングに基づいて、１または複数の他のソーシャルネットワーキングシ
ステムのユーザを選択することからなることを特徴とする請求項１乃至１８のいずれかに
記載のコンピュータによって実行される方法。
【請求項２０】
　前記ソーシャルエンドースメントを作成することは、前記ソーシャルネットワーキング
システムにおいて前記視聴ユーザと関係を築いたことに基づいて、１または複数の他のソ
ーシャルネットワーキングシステムのユーザを選択することからなることを特徴とする請
求項１乃至１８のいずれかに記載のコンピュータによって実行される方法。
【請求項２１】
　前記第三者パブリシャーシステムは、前記視聴ユーザに関連した識別情報を判定するよ
うに構成されており、前記受信したリクエストは該識別情報を含んでおり、
　前記方法は、更に、前記コンピュータによって、前記ソーシャルネットワーキングシス
テムに前記識別情報を提供することを備え、ここで、前記ソーシャルネットワーキングシ
ステムは、該識別情報に基づいて前記視聴ユーザのユーザアカウントを特定するように構
成されている、請求項１乃至２０のいずれかに記載のコンピュータによって実行される方
法。
【請求項２２】
　前記視聴ユーザの前記ユーザアカウントは、前記第三者パブリシャーシステムによって
共有されない、請求項２１に記載のコンピュータによって実行される方法。
【請求項２３】
　前記１または複数の広告タグを取り出す前記ステップは、前記コンピュータによって、
前記ソーシャルネットワーキングシステムに広告の前記受信したリクエストを提供するこ
とを含み、ここで、前記ソーシャルネットワーキングシステムは、広告主に前記広告のリ
クエストを提供するように構成されており、それに応答して前記１または複数の広告タグ
を受け取り、かつ、該１または複数の広告タグを前記コンピュータに提供する、請求項１
乃至２２のいずれかに記載のコンピュータによって実行される方法。
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